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大和国絵図諸本の系譜について
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v.おわりに

1.はじめに

(1) 関心の所在

筆者は従来より，修験道の霊山である大峰

に関心を持ち続けてきている。その関心の 1

つに，山岳聖域大峰が，絵図の中でどのよう

に描写されているかという問題がある。とい

うのは，描かれた絵図の中から，当時の人々

の持っていた大峰に対する地理的知識が明ら

かになると考えるからである。この場合の絵

図は，大峰のみを対象としたものだけではな

く，もっと広い範囲(たとえば大和国)を描

いた絵図の中に大峰が書き込まれているもの

を含んでいる。

このような関心のもと，かつての拙論1)の

なかで筆者は，享保20年(1735)刊行の『大和

国細見図』に着目し，そこに見られる大峰の
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描写が，幕府撰大和国絵図，より具体的に

は，正保国絵図ではなく，元禄国絵図の情報

を受け継いでいると述べた。そして，これ

は，大峰に関する地理的知識が「官」から「民J

へと伝播したものと位置づけた。この筆者の

主張に対し，犠永からIT'大和国細見図』はや

はり正保国絵図の情報を受け継いでいるとす

る反論を受けた2)。筆者の前稿は，宝永~宝

暦期の刊行国絵図と幕府撰正保国絵図との関

連を指摘する従来の研究者の見解3)に異を唱

えるものでもあったために，地図史研究のう

えでも，議永の反論は重要なものである。

議永の所論の詳細については後述するが，

拙論に比べて評価されるべきは，絵図の様式

や記載された領主名の細かな検討である。筆

者の前稿は，絵図自体の資料批判という面に

おいて犠永に及ばない点があったことを認め

ねばならない。しかしながら犠永の所論に

もまだ不充分な点があり，また未検討の絵図

も多く残されている。

そこで本稿ではIT'大和国細見図』の典拠を

探るための基礎作業という位置づけのもと，

幕府撰大和国絵図の系統上にある諸本をいく

つか検討し，その系譜について論じることを

目的とする。幕府撰大和国絵図およびその類

図にどのようなバリエーションがあるのかと

いう絵図自体の基礎的検討は，そこからの影

響関係を論ずるうえで不可欠である。

(2) 犠永の所論について

まず最初に，犠永論文のうち拙論に関連す



る部分の要旨をたどることにしたい。

議永の所論は 2つの段階に分けることが

できる。第一段階は，関連国絵図の検討であ

る。拙論では，奈良女子大学附属図書館所蔵

の大和国絵図(以下，奈良女本)4)を正保国絵

図とみなして論を進めたが，犠永は，奈良女

本が正保国絵図とは異なるという批判を，絵

図の様式，文字注記，作成年代などの面から

行なっている。具体的には，領主の在任期聞

から明らかになる作成年代が貞享 2~4 年

(1685~ 1687)であり正保よりずっと後になる

ことなどを根拠として挙げる。そして奈良女

本を正保国絵図を基にして山地や地名，

村形，石高を新たな方針によって改訂したも

のj5) と位置づける。

その一方で，これも従来正保国絵図と考え

られてきた名古屋市蓬左文庫所蔵の国絵図

(以下，蓬左本)6) と新発田市立図書館所蔵の

国絵図(断簡)について検討し，領主の在任

期聞から判断して蓬左木の作成年代が万治

2~3 年(1659~1660)であることなどを述べ

る。そして蓬左本は，本来の正保国絵図が明

暦 3年(1657)の大火で焼失した後に再提出さ

れた絵図(の写し)であると推定する。つま

り，犠永の主張を筆者なりに言い換えれば，

蓬左本の方が奈良女本よりも本来の正保国絵

図に近いということになる。

第二段階はIi'大和国細見図』との比較であ

る。これについては簡単な記述しかないが，

蓬左本(正保国絵図の再提出本)の大峰記載

が『大和国細見図』の記載に一致しているこ

とIi'大和国細見図』では未決定の郡境が三重

に描かれるが，これは蓬左本・奈良女本と一

致しており，一本線で描く元禄国絵図とは

違っていることを指摘する。そして細見

図は，正保国絵図の再提出本の情報を受け継

いでいると考えてよいJ7)と結論づける。

議永の所論の第一段階における絵図の検討

は，おおむね首肯できる o ただし，奈良女

本・蓬左本の作成年代については，主に藩主

の在任期聞から判断されており，旗本・代官

など他の領主についても在任期間を調査すれ

ば，より厳密な推定が可能と思われる。この

問題については，次のE章で検討したい。

また，第三段階の郡界についての指摘は重

要なもので，この点だけでもIi'大和国細見

図』は正保国絵図の影響を受けているとする

のが妥当のように見える。しかし，蓬左本の

大峰記載が『細見図』の記載に一致している

とする点には疑問が残る。表 1は，大和国絵

図の諸本(他の絵図と違いの大きすぎる奈良

女本を除く)に記載された大峰関係の文字注

記を比較したものである(犠永の誤植・誤読

と思われる箇所は修正してある)。後述の松

平本と国会本を除きIi'細見図』が蓬左本と奈

良図元禄本(奈良県立奈良図書館所蔵の大和

国絵図)8)のどちらに近いかを比べると，時国

見図』に見える「小サ¥」と「七面」の地名

が，奈良図元禄本にあって蓬左本にはない。

さらにIi'細見図』の「シヤカ岩屋」は奈良図

元禄本の「しゃうの岩や」の誤写から生じた

地名であろうと前稿で指摘したが，蓬左本に

漢字で記載される「隼窟」からではシヤカ

岩屋」という誤写が生じる余地がない。この

ように検討を加えてくるとIi'細見図』中の文

字注記は，蓬左本よりも奈良図元禄本に近い

とも考えられる。この問題を解決するために

は，蓬左本以外の正保国絵図系統の絵図を精

査することが必要となってくる。

第二段階におけるもう 1つの問題は，元禄

国絵図とされる奈良図元禄本が，元禄12年

(1699)の年記を持つように，最終的な献上本

(の写し)ではないということである。奈良図

元禄本と献上本の間で大峰の記載が違う可能

性も考えられ，より献上本に近い絵図の調査

が望まれる。

そこでE章では，これまで取り上げられる

ことのなかった国立公文書館内閣文庫所蔵と

国立国会図書館所蔵の 2枚の大和国絵図につ

いて検討することにする。
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表1 大和国絵図の諸本に記載された大峰関係の文字注記

松平本 『大和国細見図』 蓬左本 奈良図元禄本 国会本

吉野2大峯へ山伏道 吉野ヨリ大峯へ山伏道 吉野ヨリ大峯エ山伏道

かねかけ カ子カケ かねかけ かねかけ かねかけ

西のそき 西ノノゾキ 西ノのそき 西のそき (2カ所) 西のぞき(2カ所)

※寵所 ※緩所 ※寵所 ※籍所 ※寵所

※山上蔵王堂 ※山上蔵王堂 ※山(ママ)蔵王堂 ※山上蔵王堂 ※山上蔵王堂

東のそき 東ノゾキ 東ノのそき

平等岩 平等石 平等岩

しゃうの岩屋 シヤカ岩屋 笠窟

※小さ〉・護摩所 ※小サ¥・護摩所 ※護摩所

七面 七面

御山 御山 御山

行者帰 行者帰 行者帰

行山 行山 行山

ちゃうせん チヤウセン ちゃう山

いなむらか獄 イナムラガ巌 いなむらか嵩

釈迦ノ巌 釈迦撮 釈迦ノ嵩

前牛五鬼住所 前牛五鬼居所 前牛五鬼居所

大日獄 大田巌 大日嵩

地蔵獄 地蔵獄 地蔵か嵩

大峯山伏道 大峯山伏道 大峯t山伏道

せんか綴 セン日獄 仙が嵩

※玉置山権現 ※玉置山権現 ※玉置山権現

-※は絵図中に建物の絵があるものである。

II.奈良女本・蓬左本の作成年代

本章では，第一段階で問題とした絵図の作

成年代について確認しておきたい。

上述したように，犠永は，絵図の領主目録

に記載された領主の在任期間を調べ表を作っ

ているが，領主のうち藩主の在任期聞が主に

とりあげられており，旗本・代官など他の領

主については在任期聞が明らかにされていな

い。そこで筆者は，すべての領主の在任期間

を調査し，その結果を表 2 (奈良女本)と表

5 (蓬左本)にまとめた。奈良女本は筆者撮

影の写真と絵図の再閲覧によって，蓬左本は

現物の閲覧が困難な状況にあるため写真版9)

によって領主名・領地高をチェックし直し，

犠永の誤植・誤読と思われる箇所は修正し

た。そのため，領主名・領地高には，犠永の

表と一致しないところがある。人物名や在任

期間の確認は，主として『寛政重修諸家譜iO
)

を資料として行なった。
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東のそき 東のぞき

平等岩 平等岩

しゃうの岩や しゃうの岩や

※小さ〉・護摩所 ※小サ、.護摩所

七面 七面

御山 御山

行者帰 行者帰

行山 行山

ちゃうせん ちゃうせん

いなむらか獄 いなむらが巌

釈迦ノ獄 釈迦獄

前牛五鬼ノ住所 前牛五鬼之住所

大日ノ巌 大日ノ巌

地蔵か巌 地蔵が獄

大峯ヨリ山伏道 大峯ヨリ山伏道

せんが獄 せんか獄

※宝置権現 ※王置権現

大水呑

大峯道

かぶち辻

(1) 奈良女本の作成年代

まず奈良女本の作成年代について，議永

は本多下野守忠平が郡山に移封した貞享

2年(1685)6月22日から柳本藩主織田信濃守

秀ーが死去した貞享 4年 8月 3日までの

問J11) と述べている。しかし，表 2によれ

ば，貞享2年(1685)6月以降も，同年 8月に

大岡弥右衛門忠高 (59数字は表中番号。以下

同)の奈良奉行着任・給知，同年9月に辻弥

五左衛門守誠 (4)の代官着任があり，さら

に貞享2年12月28日には，近江水口藩主・加

藤明英(17)の佐渡守叙任，松平信周 (21)

の下野守叙任， 12月29日には，水野守政(42)

の伊豆守叙任が行なわれている。これらのこ

とから，作成年代の上限としては，実質的に

は貞享3年(1686)の初頭が考えられる。

他方，下限については，犠永の言う貞享4

年(1687)8月以前にも，貞享 3年(1686)7月

22日に前郡山藩主・松平日向守信之(9)が

死去しており，その後 8月29日に新封された



表 2 奈良女本領主目録に記載された領主とその在任期間

記区載I中順の序 領主名 領地雨 身分・人物名

本御記藤校ゆ代代代副蔵附多半t北都印苧オ和中下入P川ド孝相納野泉b辻q行会中報庁守守日例味所本迂殿郎惣ム占翁衛判門

70945.7157 
4378.201 

2 52223.2017 
3 6178.562 
4 8155.971 
5 50505余
6 956.4 
7 78705余
8 4日817余
9 30000 
10 28224余
11 3000 
12 22000 
13 3000 
14 10000 
15 9951 余余余
16 7851 
17 6376 
18 6250余
19 6017余
20 1000 神保茂知か
21 5000 松平信周(信之の甥)
22 5000 平野長忠政
23 4998 余余余 水中坊野秀顕時24 3499 
25 3000 片山口宣之
26 3000 桐且代昭
27 石河蔵人 2200 石河貞
28 2001 

柳桑生山藩貞寄主・ Wp生宗在29 7644 余余
30 2000 近江小室藩主・小堀政恒
31 1976余 奥田忠信
32 1973 庄田安利幸
33 1973 余余 小多堀賀桐政常之リ34 1954 
35 1444 

船片赤畠 之晴36 1670余 井忠広
37 1500 山義為里
38 1498 越景
39 

根桑来山半三右郎衛左衛門門
1250 根来正絹

40 12C日 桑山一慶(前新庄藩主桑山一玄の子)
41 堀内(田カ)権右衛門 1048 堀田一幸
42 

水佐野藤伊勘九右豆兵守衛門
1000 水野守政信

43 1000 佐藤重
44 

藤藤赤井堂 兵衛守
1000 赤井公敬

45 10C日 藤堂良直
46 

三三堂好好伊勝新久右兵三予衛衛郎門
10C日 藤堂良明

47 10C日
不三好明長賢48 10日日

49 森六兵衛 10α) 森長重
50 戸南田長主門守 1000 戸角田忠時
51 角 馬 998余 南重世
52 

村根赤越井来五三平十郎次
955 赤井時香

53 998 村越正弘
54 根五左衛門 750 根来係長j育
55 東堀(鹿田半玉右衛虫I門(平右衛門カ) 703余

東堀田長一輝矩56 堀田五 E左衛門 652 
57 武藤庄兵衛 513 武藤秀信
58 土屋万五郎 500 土屋利行意
59 松大平l剖備弥前右衛守門 500 奈良奉 ・大岡忠高
60 498余 相鈴模木玉重縄信藩主・松平 (大河内)正信
61 鈴木与五右衛衛門門 300 
62 赤井六左 300 赤井忠克
63 下条長兵衛 278 下僚信隆(後に片桐姓)
64 

小村野岐人仲半芳(之助( 
200 小野宗清

65 土楽 慶問 庵カ) 200 医師土岐芳庵
66 2000 
67 中 井カ)主水 500 大工・中井家
68 門田口左郎衛京門 不明
69 同市日右衛門 不明
70 同口三郎 4名合わせて 不明
71 同彦九郎 179余 不明
72 

今今J人高二奈iAA1t清#目#安務庸蔵良者太八ム夫衛門

300 金春流シテ方・宗家
73 150 金春1mシテ方・金春八左衛門家
74 弥太郎 120 大蔵流狂言方・清宗玉家虫
75 五郎 100 金幸流春小鼓方・幸 日左家か
76 

正j弥町jkll九a太蜘中t左郎aS下衛屋a可設門敷免屋悦教

50 流シテ方・大高蔵安庄芸 衛門家
77 2.3 高安流ワキ方・ 家
78 2.6 大蔵流狂言方・宗家
79 405.8 
80 1147余
81 

寺与社カ領同心屋敷
34852余

82 12.9余 奈良奉行所与力・同心屋敷

-領主名欄は絵図記載の名前，身分・人物名欄は緯を示す。
・領地高の単位は石。「余」は原文のまま。
-典拠欄の数字は『寛政重修諸家譜』の巻数左頁数を表す。
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在任期間

延実22ポ75終代代れ手9宵Hfで/A~~5SXM元元代右A保官暴法脳357A件権~砕砕卒宝人機機傑布納2製((言11i村没6ω叙7主2{Ft1L任陥99(0124A66j) 俗6177m41粉7k) j 
天和

寛貞貞延宝文享享82襲封6~/2元2転禄封3~元禄8叙没任((1166S6579950)) 

寛文9襲封~元禄16没 (1669-1703)
貞享2，6/22転封~貞享3，7/22没 0685-86)
万治3分知~元禄2没(1660-89)
万治3分知~元禄3没(1660-90)

万治元1苅831分給襲跡叙知継仔刻u ~貞宇 4，8/25:歓i:!:(1658-87) 寛文 ~元禄元没致 (1671-88) 
延宝 ~宝永7 仕(1680-1710)

寛文 28正貞叙徳享任4~4致，元仕禄8/3没 (1661-87) 天和享 (1683-1714) 
貞 2家襲，1;継封2/28@(f:f~7ttJil< 8転封(1685-95)
延宝2 ・叙任~宝永7没(1674-1710)
天和2 ・分知~享保19致f上(1682-1734)

天和2294分跡，叙知1継任~2/元21禄8宝元叙10禄永任采地1~43を没没享官保に((11収26667め没96る--(168247) 貞享 (1685-1717) 
寛文 1700) 
延宝叙任 1707) 
寛文8跡家継~元禄12没 (1668-99)
寛文9 継~正徳元没 (1669-1711)
寛文2跡継~元禄元没 (1662-88)
万治2跡継~宝永6没 (1659-1709)
寛永15給知~貞享元， 2/4致仕(1638-84)
延宝3襲襲封・叙任~元禄2没(1675-89)
延宝2 封・叙任~元禄7没(1674-94)
寛文7跡継~享保15致仕・没 (1667-1730)
寛文9跡家継継~宝永 2没 (1669-1705) 
延宝元 ~元宝禄7没 (1673-94)
延宝2跡継~ 永4没 (1674-1707)
慶安4跡継~宝永2致仕(1651-1705)
寛文11跡継~宝永6没 (1671-1709)
万治2跡家継継~貞享 3，7/9致仕 (1659-86) 
寛文10Jb1F**~元禄15没(1670-1702)
承応 3跡継~元禄13没 0654-1700)
延宝5分知~享保15没 (1677-1730)
寛文7跡継~元禄10致仕(1667-97)
貞享2，12/29叙任~正徳5没 (1685-1715)
天干日 3跡継~宝永元没 (1683-1704)
寛文4跡継~貞享 3，7/9致仕 (1664-86)
貞享元叙任~宝永3没 (1684-1706)
延宝2跡継~享保5没 (1674-1720)

万治元跡継~元禄7没 (1658-94)
万治2跡継~元禄6没 0659-93)
天和3叙任~元禄2采地を子に譲る(1683-89)
寛文3跡継~元禄10没 (1663-97)
寛永13跡継~元禄禄3没 (1636-90)
寛文8跡継~元 13没 (1668-17C日)
延宝5跡継~元禄13致仕 (1677-1700)
寛文2跡継~元宝禄4没 (1662-91)
寛永17跡継~ 永2没(1640-1705)
万治3跡継~元禄11没(1660-98)
天和 3跡継~享保4没(1683-1719)
貞享2，8/13奉行田給知~元禄6辞職 (1685-93)
慶安元襲封・叙任~元禄3致仕 (1648-90)
延宝5跡継~享保4没 (1677-1719)
寛文7跡継~宝永5没 (1667-1708)
延宝2分知~享保元没 (1674-1716)
延宝8家継~元禄12没 0680-99)
寛文7跡継~元禄 9没 (1667-96)

元和 3 給知~ (1617ー)

承応4造成~ 0655ー)

典拠

9-13 
4-251 
22-296 

11-227 
14-295 
1-45 
8-175 
8-178 
5-175 
5-179 
10-275 
8-195 
8-193 
13-9 
6-235 
18-124 
18-124 
1-48 
8-329 
6-117 
16-204 
4-327 
6-233 
5-422 
15-377 
17-298 
16-109 
15-119 
9-261 
16-116 
11-175 
6-238 
4-317 
2-254 
14-219 
16-349 
15-372 
11-17 
6-108 
13-344 
4-321 
14-306 
14-304 

4-44 
3-54 
14-339 
16-49 
4-332 
16-98 
16-352 
3-280 
11-13 
14-6 
9-230 
16-310 
4-396 
18-36 
4-320 
6-236 
10-116 
19-171 

(20-351) 



表3 大和国絵図諸本の図中に記載された領主とその在任期間

「大細和見国凶」 松平本 蓬左本 奈良女本

領主名 領主名 身分・人物名 在任期間 領主名 身分・人物名 在任期間 領主名 身分・人物名 在任期間

なし なし 未確認 植作キ(佑佐カ衛)門 植高取村務家貞主・ 慶3安没3(襲16封元0)禄

織田出雲 織田出雲 松高長山藩(主出・雲織守田) 寛致氷仕市(駐万-5治9)2 織岡山城守 松織山田藩長頼主・ 万2治没2(襲16封元3)禄 織岡山城守 織松山田藩長頼主・ 万2治没2襲(16討5~9-元89禄) 

なし 桑山 新桑庄山藩氏主・ ~天和 2除封 未確認 未確認
(一1682)

片桐半之丞 片桐半之丞 片桐為元 寛没3(1156跡38継日4)承応3 片桐又七郎 片桐且昭 寛没文(126給S2知 元禄元 片桐亦七 片(桐又且七郎昭) 寛文126給62知-邸~)元禄元
投(

ヲタ源十郎 織田源十郎 柳織本田藩秀主・ 寛没永(216襲43封 支享4 織田源十郎 柳織本田藩秀主一 ・ 寛投永(2106襲43封8~7)真享4 織田修理 柳長本種藩(主修理・織亮田) 寛投永(1136襲3f封 寛永却

ヲタ左衛門 織田左衛門 戒政重(藩左主衛・門織佐田)長 寛致永仕3(改16名万9)治2 織田口門佐 戒政重(藩左主衛門織佐田)長 寛致永仕3(改16名26~泊万)治2 織田豊前 戒定重(藩豊主前・守織)田長 万倍121襲f乱(1万届治-1m担 f~
草丈

(ヤシキ) 神保左京 神保茂明 元致和仕元(跡16継天2)和2 未確認 神保左京 神保茂明 対(1地6元15跡盟継苅12致仕

片桐石見 片桐石見守 小片泉桐藩貞主昌 ・ 寛永146襲27封一刀.3)延宝元 片桐石見守 小片桐泉藩貞主昌 ・ 寛永4襲封~延宝元 片桐岩(マ
小片泉桐藩貞主昌 ・ 宣没永(J4E襲U封 延宝元

投( 没 1627-73) マ)見

柳生十兵衛 柳生十兵衛 柳柳生生藩三厳主・ 正投保(3襲封~慶安3
1646-50) 未確認 柳生但馬 柳在生(藩対主馬・守柳)生宗 延主3(鄭]目151-続泊任)~元権

2投

柳平生(藩但主馬・守柳)生俊 事2致現仕151襲(1安73。0張軍探

平野権平 平野権平 平野長勝 未確認 平野権平 平野長勝 寛没永(15臼跡8-ト68)寛文8

なし タガ左近 多賀常長 未確認 多賀亦四郎
多賀常之 延宝126腕74継1~70宝7)京4
又四郎) 投(

衛奥田八郎右
門*

衛奥田三郎右
門

奥田忠虎 奥衛田門三郎右 奥田忠虎 寛永1l4m跡7継 寛文7
投(

未確認

ネ奥田八郎右衛門(忠信)は、寛文7跡継~享保15致仕・没 (1667-1730)。

興留藩主・松平信通(松平信之の子)の記載

も見られない。 3万石の領主の変動が国絵図

に記載されずに済まされるとは考えにくく，

作成年代の下限としては貞亨3年 7月が想定

される。

なお，貞享 3年(1686)前半という推定作成

年代に収まらないものに，桑山下野守貞寄

(28)がいる。彼は貞享元年(1684)2月に致仕

しており，これを重視するならば，絵図作成

年代の下限は貞享元年になる。しかし，これ

は，古い記録が改められずにそのまま記載さ

れたと解釈することができるのに対して，上

述した作成年代の上限は，貞享 3年初頭より

さかのぼらせることは不可能である O

以上のように，奈良女本の作成年代は貞享

3年(1686)年頭から 7月の聞と推定される。

ところで，上述の推定は領主目録に基づく

ものであるが，領主目録以外に絵図本体にも

主要な領主の居所が記されている。筆者が確

認できた領主の名前は表3のとおりである。

これら領主の在任期間を同様にして調べる

と，かなりズレがあって，全員が重なる時期

は存在しない。上記の貞享 3年(1686)時点で

考えると 5人の領主が古くなってしまう
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が，これより新しい領主は見あたらない12)。

したがって，もとの絵図から書写する際に一

部の領主名のみを改めたと仮定すれば，貞享

3年という上記の推定結果とは矛盾しない。

次に郡高について検討する。奈良女本の郡

高目録における郡高の値は，表4に示したと

おりである(他の資料も含めて，議永の誤

植・誤読と思われる箇所は修正しである)。

犠永も述べているように，奈良女本の郡高・

国高はおおむね蓬左本よりも多く，奈良図元

禄本よりもだいたい少ない。したがって，蓬

左本を正保国絵図の再提出本と考えれば，奈

良女本はそれ以降の作成となる。貞享3年と

いう上記の推定年代は，これと合致する。

ところが，前稿13)で言及したように，奈

良女本では図中の郡名の脇にも郡高が記され

ており，この数値が郡高目録にあるものより

少ない(表 4参照)。それで前稿では，郡高目

録が後から付け加えられたものではないかと

述べておいた。表4を見て分かるとおり，こ

の図中の数字が，実は，国立国会図書館所蔵

の寛文 7年(1667)の「大和国郷帳」凶におけ

る郡高とほぼ一致するのである。寛文郷帳の

都合が実際の合計より約 6石少ない，寛文郷



表4-1 大和国絵図・郷帳諸本における郡高の記載と配列順序

郡名 順序 寛文 7年郷帳 奈良女本図中 順序 松平本郡高目録 蓬左本図中 順序 蓬左本郡両日録

添上郡 1 5562682900 5562682900 1 5595424100 5595424100 1 5595424100 

添下郡 2 3526577600 3526577600 2 *4494140600 3494140600 2 3494140600 

平群郡 7 2896771000 2896771000 3 2917084700 2917084700 3 2917084700 

山辺郡 3 4664728800 4664728800 4 4746844300 4746844300 4 4746844300 

宇陀郡 13 3122092600 3122092600 15 3123504700 3123504700 5 3123504700 
式上郡 4 2085230600 **2C日5230600 6 2639326700 2639326700 6 2639326700 

式下郡 5 2242591300 キ本2242599000 5 2242595500 2242595500 7 2242595500 

十市郡 6 3477601600 3477601600 7 3469097960 3469097960 8 3469097960 
広瀬郡 8 1594088800 **1594088000 8 1593776800 1593776800 9 1593776800 

葛下郡 9 3635783100 3635783100 9 3754663800 3754663800 10 3754663800 

高市郡 12 4080173900 4080173900 10 4078668400 4078668400 11 4078668400 

忍海郡 10 556534300 *キ556534900 11 556534200 556534200 12 556534200 

葛上郡 11 2095980400 **2095908400 12 2805314000 2805314000 13 2805314000 

宇智郡 15 1624464300 1624464300 13 1624171900 *1024171900 14 *1624172900 

吉野郡 14 3310942400 3310942400 14 3296914800 3296914800 15 よ 3296914800 

都合 44475640500 記載なし 45938062460 記載なし 45938062460 

実際の合計 44476243600 44396179100 46938062460 45338062460 45938063460 

*誤写と忠、われる数値。 紳寛文郷帳と異なる奈良女本図中の数値。***国会本と異なる奈良図元禄本の数値。

・単位は才(1合の100分の 1)である。

帳と奈良女本の郡高が一部の郡で微妙に異な

るという問題点はあるが，誤写の可能性もあ

るであろう。ということは，絵図の本体は寛

文7年(1667)頃に作成され，その後，貞享

3年 (1686)の書写の段階で，郡高目録・領

主目録の部分のみが修正されたことが考えら

れる。

(2) 蓬左本の作成年代

次に，蓬左本の作成年代について検討す

る。犠永は，蓬左本が織田山城守長頼が

松山藩主となった万治2年(1659)12月23日か

ら戒重藩主織田左衛門佐長政が致仕した万治

3年12月28日までの聞に作成された」山とす

る。これについても，表5によって，より詳

細に考察してみたい。

領主目録に記された領主の在任期間をよく

見ていて気がつくのは，議永の推定年代であ

る万治 2~3 年よりも在任期聞が新しい領主

が何人かいることである。在任期聞が新しい

領主は，次の 5名である。寛文2年(1662)と

同4年(1664)に給知を受けている片桐又七郎

且昭 (13)と鈴木淡路守重泰 (53)，寛文4年

(1664)に新設された奈良代官に就任している

玉味藤九郎豊旨(2 )，同じ寛文4年に奈良奉

- 6 

行に就任し，給知を受けている土屋忠次郎利

次(1・ 54)，そして，寛文 5年(1665)(月日

未詳)に領地を得ている土岐龍慶(57，医師・

土岐光隆か)である。これらの領主名は，寛

文 5年以降でなければ記載することができ

ず，作成年代の上限は寛文 5年にまで下ると

考えざるをえない。

次に下限についてであるが，寛文5年以降

で重要な領主が関係するものというと，紀伊

大納言殿(3，和歌山藩主・徳川頼宣)が，

寛文 7年(1667)5月22日に致仕している。し

たがって，蓬左本の作成年代は，寛文 5~7

年 (1665~1667)と推定される。

この寛文 5~7 年という年代について付言

すれば，一般に，明暦大火の後の国絵図再徴

収は寛文年間と考えられており 16) 議永の言

うように，蓬左本は正保国絵図の再提出図の

写しではないかという推測が成り立つ。そし

て蓬左本は，御三家の 1つである尾張徳川家

の所蔵で、あったことから，幕府献上本の写し

ではないかと思われる。

ところで，作成年代を寛文 5~7 年と推定

すると，これより古い時代の領主がかなり多

くなる。領地高の大きい者の例を挙げると，

l万石の所領を持つ本多監物政信(8 )の死



表 4-2 大和国絵図・郷帳諸本における郡高の記載と配列順序

順序: 奈良女本郡高目録 順序奈良図元禄本郡高目録

5905895100 6008689398 

2 4028161600 2 3917680900 

3 2977757100 3 3175693290 
4 4889170950 4 4882550900 

14 3123483300 5 3144254300 

5 2441021100 6 ***2464970070 

6 2721740050 7 2722785200 

11 3726000600 8 3739256960 

12 1857963900 9 1858059100 

7 4288523300 10 4294995500 

10 4220678400 11 4140800650 

8 556536200 12 557601900 
9 2807250600 13 2808484900 

13 1848116000 14 ***1829112800 

15 3595855000 15 4504863100 

記載なし 50049738968 

48988153200 50049798968 

去が寛文2年(1662)，松山藩主・織田山城守

長頼 (11)の分知が万治 3年(1660)であり，

戒重藩主・織田左衛門佐長政(15) も万治2

年(1659)17) に致仕している。一方，最も古

いものは片桐藤七郎 (35，片桐貞晴か)で，

慶安 3年(1650)に没している。彼に関して

はIi'寛政重修諸家譜』は「片桐勝七郎」の名

前で出てくるので疑義も残るが，根来出雲守

盛正 (36)は承応 3年(1654)に死去している。

このように多くの古い領主が記載されている

ということは，寛文 5~7 年の絵図作成の段

階で，領主名の変更をすべてチェックしてお

らず，より古い国絵図の部分的修正にとど

まっていると言える。

川村によれば，正保国絵図の献上は，正保

3 年~慶安 2 年 (1646~1649)の聞に集中して

いるという 18)。また，奈良女本の識語には，

正保 3年(1646)に調査した結果を慶安元年

(1648)に提出した旨が記されている。古い

領主の多くは在任期間がこの年代と重なって

おり，これらの領主の場合，当初の正保国絵

図に記載された領主目録が古いまま使われて

いると考えられる。

このことは，言い換えると，領主の在任期

聞が慶安元年より新しいものは，当初の正保

国絵図から修正されていることを意味する。

)1頂序 国会本郡高目録 順序 元禄15年郷帳

6008689398 6008689398 

2 3917680900 2 3917680900 

3 3175693290 3 3175693290 

4 4882550900 4 4882550900 

5 3144254300 5 3144254300 

6 2464910070 6 2464910070 

7 2722785200 7 2722785200 

8 3739256960 8 3739256960 

9 1858059100 9 1858059100 

10 4294995500 10 4294995500 

11 4140800650 11 4140800650 

12 557601900 12 557601900 

13 2808484900 13 2808484900 

14 1829104700 14 1829104700 

15 4504863100 15 4504863100 

50049730868 50049730868 

50049730868 50049730868 

寛文年間に補訂された上記の 5名以外では，

郡山藩・本多中務大輔政長(7)と本多監物

政信(8 ) ，高取藩主・植村右衛門佐家貞

(10)，松山藩主・織田山城守長頼(11)，柳生

藩主・柳生飛騨守宗冬(18)，前奈良奉行・中

坊美作守時祐 (23)，石河太兵衛貞利 (25)， 

船越伊予守永景 (34)がそうであり，慶安元

年~寛文 7 年 (1648~1667)の聞に書き改めら

れたと考えられる。これら 8名と寛文年間に

補訂された上記5名の修正に多く見られるの

は，領地の給知(1 = 54， 2， 7， 8， 13， 

53， 57)によるものであり，他に大名の襲封

00， 11， 18)，官職の叙任 (18，23， 34)の

ケースがある。旗本の相続によって書き改め

られているのは，石河貞利 (25)の一例しか

ない。また，万治年聞の高取藩(10) と松山

藩 (11)の分知，戒重藩(15)の襲封は目録

上に記載されていない。

以上のように蓬左本の領主目録を検討する

と，当初の正保図のまま残されているもの，

慶安元年~寛文 7年に修正されたもの，の 2

種類を認めることができる。そして，旗本の

家督相続による領主の変更はほとんど記載さ

れず，新たな給知の場合を中心として，領主

日録が改められたと推定される。

領主目録の改変されたことがよく分かるの

7 -



表5 蓬左本領主目録に記載された領主とその在任期間

記図載中順の序 領主名 領地局 身分・人物名

御蔵入 53494.64 
l 代官土屋忠次郎 4379.311 奈良奉行・土屋利次か
2 代官五味藤九郎 49115.329 奈良代官・五味豊旨
3 紀伊大納言殿 990.19 和歌山藩主・徳川1頼宣
4 青蓮院殿 300 不明
5 二係殿 342.3 不明
6 本多内記 118225.376 郡山藩主・本多政勝
7 本多中務大輔 30000 本多政長(政勝の養子，のち郡山藩主)
8 本多監物 10000 本多政信(政勝の養子)
9 藤堂大学頭 37425.841 伊勢津藩主・藤堂高次
10 植村右衛門佐 24936.067 高取務主・植村家貞
11 織岡山城守 31235.047 松山藩主・織田長頼
12 桑山修理亮 13022.72 新庄藩主・桑山一玄
13 片桐文七郎 3000 片桐且昭
14 織田源十郎 9946.736 柳本藩主・織田秀一
15 織田佐(左カ)衛門佐 7851. 681 戒重藩主・織田長政
16 神保左京亮 7017.301 神保茂明
17 片桐石見守 6536.919 小泉藩主・片桐貞昌
18 柳生飛騨守 6375.579 柳生藩主・柳生宗冬
19 平野権平 5000 平野長勝
20 水野石見守 4998.252 水野忠貞
21 松平備前守 498.531 相模玉縄藩主・松平(大河内)正信
22 松平出雲守 476.105 土総佐貫藩主・松平勝隆

または養子・重治
23 中坊美作守 3491.411 中坊時祐
24 山口勘兵衛 3000.99 山口直堅
25 石河太兵衛 2200.01 石河貞利
26 小堀大膳 2000.362 近江小室藩主・小堀正之
27 多賀左近 2000.33 多賀常長
28 桑山伊兵衛 2000 桑山貞苦手(猪兵衛)か
29 赤井兵庫頭 1999.022 赤井忠泰
30 庄田(ママ) 1973.854 庄司安照

または子・安勝
31 小堀三郎兵衛 1973.606 小堀政孝
32 奥田三郎右衛門 1973.462 奥田忠虎
33 畠山下総守 1500 畠山義員
34 舟越伊予守 1499.938 船越永景
35 片桐藤七郎 1443.767 片桐貞晴(勝七郎)(小泉藩主・貞自の弟)か
36 根来出雲守 1250.003 根来盛正
37 堀田権右衛門 1048.08 堀田一純
38 水野半左衛門 1003.601 水野守政
39 佐藤勘右衛門 1000.0876 佐藤成次
40 藤堂主馬 1000.0195 藤堂嘉長
41 藤堂庄兵衛 1000.0195 藤堂高嘉(勝兵衛)か
42 赤井六兵衛 1000.005 赤井公雄
43 三好猪之助 1000 三好勝正
44 三好助九郎 1000 三好直滋
45 森左兵衛 1000 森可久
46 村越七郎左衛門 998.54 村越正重

または子・村越正好
47 角南主馬 998.141 角南霊園

または養子・角南重世
48 赤井五平次 996.903 赤井時香
49 根来平左衛門 750 根来長守
50 東条(ママ)伊兵衛 703.513 東僚政長(猪兵衛)か
51 堀田五郎左衛門 652.083 堀田一輝
52 武藤理兵衛 513.706 武藤安信
53 鈴木淡路守 300 鈴木重泰
54 土屋忠次郎 5ω 土屋利次
55 中井主水 500 大工・中井家
56 小野惣左衛門 200 小野貞久(宗左衛門)か
57 土岐龍慶 200 医師・土岐光隆(龍安)か
58 門田市郎右衛門 60 不明
59 門岡市右衛門 60 不明
60 門田彦九郎 29.852 不明
61 門田才三郎 29.852 不明
62 楽人 2000 
63 今春大夫 500 金春流シテ方・宗家
64 幸野五郎次郎 105 幸流小鼓方・幸家
65 大倉弥太郎 102.09 大蔵流狂言方・宗家
66 奈良中地子御免許 508.122 
67 十津川 1000 
68 寺領 26535.641 
69 社領 7406.09 

-領主名欄は絵図記載の名前，身分・人物名欄は緯を示す。
.領地高の単位は石0

・典拠欄の数字は「寛政重修諸家譜』の巻数と頁数を表す。
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在任期間

寛文4奈良奉行~寛文11免職(1664-71)
寛文4代官~延宝8没(1664-80)
寛永3叙任~寛文7，5/22致仕 (1626-67)

寛永16襲封~寛文11没 (1639-71)
承応2給知~寛文11加増(1653-71)
承応2給知~寛文 2，4/20没 (1653-62)
寛永7襲封~寛文9致仕(1630-69)
慶安3襲封~万治元， 7/7分知(1650-58)
万治2，12/23襲封~万治 3，9/10分知(1659-印)
寛永13襲封~延宝5致仕(1636-77)
寛文2給知~元禄元没(1662-88)
寛永20襲封~貞享4没 (1643-87)
寛永3改名~万治 2， 12/23致仕(1626-59)
元和元跡継~天和2致仕(1615-82)
寛永4襲封~延宝元没(1627-73)
明暦3叙任~寛文8力口増(1657-68)
寛永5跡継~寛文8没(1628-68)
正保4給知~寛文10没(1647-70)
慶安元襲封・叙任~元禄3致仕(1648-90)
寛永16加増~寛文2致仕 (1639-62)
寛文2襲封'%1任~寛文5，12/26山域守に改名 (1662一日)
承応元叙任~寛文8致仕 (1652-68)
元和 8跡継~寛文2没 (1622-62)
承応3家継~万治 2，5/16没(1654-59)
正保4襲封~延宝2没(1647-74)
元平日 4跡継~明暦3没 (1618-1657)
寛永15跡継~貞享元致仕(1638-84)
元和2加増~明暦元没(1616-55)
元干口元家継~明暦2没 (1615-56)
明暦2跡継~寛文9没 (1656-69)
正保元跡継~延宝元致仕(1644-73)
寛永14跡継~寛文7没 (1637-67)
元和3給知~万治2，2/9致仕(1617-59)
承応2叙任~寛文10没 (1653-70)
寛永4分知~慶安3没(1627-50)
寛永18跡継加増~承応3没(1641-54)
寛永7給知~寛文7致仕 (1630-67)
寛永14跡継~正徳5没(1637-1715)
寛永11跡継~延宝3没 (1634-75)
寛永6分知~寛文2没 (1629-62)
寛永17跡継~延宝2没 (1640-74)
慶長10給知~寛文4致仕(1605-64)
寛永11跡継~万治元没 (1634-58)
正保元跡継~明暦2没 (1644-56)
寛永15跡継~万治 2，7/5没(1638-59)
寛永2給知~承応3没(1625-54)
承応3跡継~寛文8没(1654-68)
寛永6跡継~寛文3没(1629-63)
寛文3跡継~元禄10没 (1663-97)
寛永13跡継~元禄3没 (1636-90)
元干口元跡継~延宝5没(1615-77)
寛永14跡継~寛文2没 (1637-62)
寛永17跡継~宝永2没 (1640-1705)
寛永2跡継~万治3，12/18致仕 11625-60)
寛文4給知~延宝4没(1664-76)
寛文4給知~寛文12没(1664-72)

寛永18跡継~延宝8致仕 (1641-80)
寛文5給知~寛文7没 (1665-67)

文禄 5 給知~ (1596ー)

元和 3 給知~ (1617-) 

典拠

9-229 
13-314 

11-219 
11-219 
11-224 
14-294 
5-175 
8-175 
15-371 
6-233 
8-195 
8-192 
18-124 
6-234 
17-297 
8-329 
6-116 
4-396 
1-199 
1-201 
16-203 
4-327 
5-422 
16-109 
11-174 
15-377 
4-316 
9-261 
9-261 
16-116 
15-119 
2-254 
14-219 
6-238 
16-349 
11-17 
6-108 
13-343 
14-306 
14-304 
4-321 
4-44 
4-46 
3-54 
16-98 
16-98 
16-48 
16-49 
4-332 
16-351 
3-280 
11-13 
14-6 
18-35 
9-229 

(20-351) 
10-116 
19-171 



は，記載の順序である。蓬左本の領主目録

は，基本的に領地高の多い順に配列されてい

るが，時折不自然な並び方をしている箇所が

ある。 1~5 番目は蔵入地などで別格と考え

られるが，本多政長(7)，本多政信 (8)は，

順序を乱している。ここは，先に述べたよう

に，領地の給知によって慶安年間以降に追加

された部分であり，郡山藩関係ということで

郡山藩主・本多政勝(6 )の次に置かれたも

のであろう。 3000石しかないにもかかわら

ず， 13番目の位置にある片桐且昭も，寛文年

間の追加部分である。片桐且昭がここに記載

されているのは 1万石を有していた片桐為

次が明暦元年(1655)に死去して家がいったん

断絶したが，寛文2年(1662)に弟・片桐且昭

を養子として3000石を給し家を復興したた

め，もとの片桐為次の位置に片桐且昭の名が

書かれたことによると思われる。また， 55番

目の後に来るべき300石の鈴木重泰が53番目

にあるが，やはり寛文年間の補訂部分であ

る19)。

以上の領主目録の検討を絵図の書写に関係

づけて考えると，当初の正保国絵図と寛文年

間の再提出絵図の聞に，領主目録の改変を伴

う絵図の書写があったかどうかが問題とな

る。しかしながら，慶安元年~寛文 7年に修

正されたと推定される13名の在任期聞が重な

る時期がなく，これら13名の改訂が同ーの時

期に行なわれたと考えるのは無理である。し

たがって，正保国絵図の領主目録の上に付筆

を貼付するような格好で逐次部分的な修正を

施していたものから，寛文年間に再提出絵図

を作成したのではないかと考えられる。

なお領主に関しては，蓬左本にも，奈良女

本と同様，図中に領主の居所が示されてい

る。写真版での調査のため判読できない箇所

が多いが，確認できた領主名は表 3のとおり

である。いずれも領主目録に記された名前と

同じであり，上述の推論と矛盾するものでは

ない。
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次に，郡高について検討してみたい。郡高

は郡高目録と図中の両方にあり，それらの数

値は表4に示したとおりである。 1郡のみ異

なるのは誤写と考えられ，両者は同ーの石高

を記載していたと言える o ここで問題となる

のは，郡高・国高が寛文 7年の郷帳と一致せ

ず，それより若干多めの数字になっているこ

とである。上述のように，蓬左本の作成年代

は寛文 5~7 年と推定されるため，石高が次

第に増加していると仮定するならば，蓬左本

は寛文期以降にさらに書写され，その段階で

郡高のみが修正されたものと考えねばならな

い。今後の検討課題である。

以上本章では，領主や郡高などに基づい

て，奈良女本と蓬左本の作成年代について検

討した。奈良女本は，絵図の本体が寛文7年

(1667)頃に作成され，貞享3年(1686)の書写

の段階で，郡高目録・領主目録の部分が修正

されたと推定した。また蓬左本は寛文 5~7

年(1665~1667)の作成で，正保国絵図の再提

出図(幕府献上本)の写しであり，当初の正

保国絵図を修正したものと推論した。

m.新たな大和国絵図の検討

I章で述べた議永の所論の疑問点を解明す

るために，本章では新たな絵図の検討を行な

う。取り上げる絵図は，国立公文書館内閣文

庫所蔵(松平乗命旧蔵)と国立国会図書館所

蔵の 2枚の大和国絵図である。犠永は，これ

までに知り得た幕府撰大和国絵図を網羅的に

紹介しているが20) これらの絵図は，そこで

言及されていないものである。

(1) 松平本の検討

a概要

国立公文書館内閣文庫には美濃国岩村藩藩

主松平乗命旧蔵の絵図群21)がある。この絵

図群の中には，多くの国絵図(模写)が含ま

れている。松平乗命旧蔵国絵図については，

すでに福井の解題的論文がある22)。福井によ



れば国の地域を描いた大型の地図が六十

六鋪あり，そのうち，三十八鋪が，ここに言

うところの国絵図と認められる J23) という。

「ここに言うところの国絵図」とは単に一

国の地域を描いた地図という意味ではなく，

江戸幕府が正保・元禄・天保の三度(中略)

諸藩に命じて調進せしめたJ24)地図を指して

いる o しかしながら，福井が挙げた38枚の国

絵図の中に，大和国のものはない。議永もこ

の見解を受けて，大和国絵図関係資料の紹介

の中で，松平乗命旧蔵本の中に大和国はない

と記している25)。

ところが，福井が紹介しなかった残りの絵

図の中には，大和国の範囲を描いた絵図が 1

枚含まれている。この絵図は寸法こそ本来の

国絵図より小さいものの，郡高や領主目録が

記載されており，村は俵形の村形の中に村名

と村高が記されている。その他の書き方も，

一般的な国絵図の様式に合致しており，幕府

撰国絵図の系統をひく縮写図であろうと判断

されるものである26)。したがって，本章では

まず，この松平乗命旧蔵「大和国図J (以下，

松平本)について検討したい27)。

先に松平本の概要を述べておく。大きさ

は，南北方向が186cm，東西方向が118cmで、

(筆者の計測による)，表紙がつけられ大

和国図」との題簸がある。北東隅に郡高目録

(色分・村数はなし)，東から南東隅にかけて

は領主の記載(領地の石高はなし)がある。

村は，俵形の村形の中に村名，その右側に村

高が記されている。国境の記載が詳しく，郡

境も黒い線で書かれている。交通関係ではー

里山の記載があり，里程・難所，舟渡りの場

合の川幅・深さも書かれている。

b作成年代

松平本の作成年代は，絵図の様式，郡高，

領主の在任期聞からある程度推測できる。

絵図の様式のうち，郡境については 2箇所

の論所で 2本の境界線が引かれている(図
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1 )。また，これらを含め，少なくとも 8箇

所に「論所」の注記があり，それらのいくつ

かは国境に関わるものである。これらは，元

禄国絵図と異なる正保国絵図の一般的特徴で

あり，松平木は，元禄ではなく正保国絵図の

様式を保っているということができる。

郡高の記載は目録のみであり，図中の郡名

の脇には書かれていない(表 4)。郡の配列順

序が多少異なっているが，松平本は蓬左本と

ほとんど同じであり，添下郡と字智郡の相違

も，実際の合計値との比較から判断して，単

なる誤写と考えられる(添下郡は松平本の誤

写，宇智郡は蓬左本の誤写)。したがって，

蓬左本と同様に推測するならば寛文期以降の

郡高であり，奈良女本の目録よりは少ないこ

とから，貞享期以前ということになる。

領主の在任期間については，奈良女本・蓬

左本と同じ手順で調査を行ない，表6に領主

目録の分を，表3に図中記載分をまとめた。

領主目録に領地の石高記載がないため，奈良

女本・蓬左本と比べて，可能な在任期間の範

囲が広くなる。また，蔵入地関係の記載がな

図1 高市郡と吉野郡の郡境の論所(松平本)



表6 松平本領主目録に記載された領主とその在任期間

記同載中順の序 領主名 身分・人物名

1 

紀織織甲府州田田様様対山城馬守守
2 

織柳和松織構j町抑小h和対歌山泉れ関図半;務端山長政政之小制悔帳越政-時行土陪室土kk主様(((巾戒耐織酎柳商月牛t笹額取細小威ぺ珂IR川Iリ。嚇綱秀小宗民反。Y弟初動栓孤主房樹冬日陸)+代唆恨機家良恒の6 代将協会ま宵)

3 
4 
5 織田小十郎 主・長政の子)
6 

植村桐桐新大主膳膳
貞の弟の子)

7 
片片桐 之主主8 昌の弟の養子)

9 
小堀和泉騨左衛守守10 柳生飛 藩 柳宗冬

11 柳生権半 問 不明
12 水野左衛門

水ま野た守は信養茂子・水野守政
13 神保主謄
14 神保彦七郎 神神保保屋利元茂知 (彦次郎) (元茂の弟)か
15 土屋甚助

土または勝養行子・土屋利意
16 大関勘右衛門 奈良奉 ・大関増公
17 大畠関三郎左衛門 不明
18 山下総守 畠山義虞

または子景 '畠山義里
19 

舟舟東武越越僚藤三利平口郎染助兵衛四院郎

船越永
20 不東明
21 
22 武赤僚藤井長安忠矩信泰 (理兵衛)か
23 赤井五郎作

または子・養赤井恒宅
またはその子・赤井忠広

24 佐藤駿権河守
佐鈴藤木成重勝次孫 (鈴権之助)か25 鈴木佐
または ・ 木重信(権之助)か

26 
鈴鈴中木坊木長庄久兵兵三衛衛郎

不明
27 
28 

29 奥田三郎右衛門
30 大津国代八官直 小野半之助
31 戸 E兵衛
32 松平堂日泉向守 潟語不成仰中まf長明坊たた霊本時告草橋はは山杭養係書t チ2村伊3織ち臨勢Z中川E総坊秀で秀藩i 時F主織lHf 帳平k
33 藤和守

藤堂高久
34 織田内匠(カ) 長清
35 

織植村田信右衛濃守門佐 平高本野取長藩藩政主主・植村秀家貞36 
37 平野丹波守
38 

平野1候集又長三七郎
不明

39 
下 兵郎総衛

下僚信隆(小泉藩主片桐貞房の庶兄)
40 

下 兵守左衛
不明

41 堀田下 下総古河藩輝主のち出羽山形藩主/陸奥福島藩主 堀田正仲
42 堀田五郎衛門 堀田♂
43 堀田長門守
44 永井万志之主主

会不新借桑新刷院明民i長lJ藩1総災白E主 氷介夜直円45 松平摩守 重寄 (郡山 主・信之の弟)
46 森六兵衛
47 桑山下野内守
48 桑山左 主・桑山玄

その子 e 桑山一英
49 庄田小左衛門 庄田安照

または孫重 ・庄田安利
50 根来右京 根来来盛 (右京進)
51 根来小才次 根盛重

または子・根来盛正
またはその子・根来正縄

52 村越三十郎 村越正重
または孫・村越正弘

53 

者者 会争平平口社f鱈右六新4 衛兵門衛住

相模玉縄藩主・松平(大河内)正綱
54 不明
55 三山 五後守郎 山口直堅
56 三好堂可正
57 藤 馬

藤また嘉は長養子・藤堂良直

58 多賀南又四郎 多角賀南た常之59 角主馬 重国
ま はその養子・角南重世

60 村瀬左馬助 村瀬重治か
61 

石御今大宰高河人春安食五蔵太怖郎彦L人夫次Lk-gE郎中ER 井主水

石河貞代
62 大金工・中井家方
63 

春流シテ ・宗宗家高家安家64 大幸高蔵流狂言方・
65 流安流小鼓方・幸
66 ワキ方・ 家

-領主名欄は絵図記載の名前、身分・人物名欄は緯を示す0

・典拠欄の数字は『寛政重修諸家譜』の巻数と頁数を表す。
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在任期間

延寛宝文87大襲手封~苅禄11支家没千畳水督元((11を藩66譲56主9D-る退8990任) ) (1667 98) 和国で加増 (1680ー1704)

万治治2襲分封~元禄
万 3 知~元禄/1 没(
つ~貞享元、 8/11没(ワ 1684)

寛文11跡継~元宝禄元没致元没仕禄(( 1671 88) 
延宝2襲跡継封~ 永 7151:(1674-1710) 
慶安 4 1b1f; *NE~宝永 2 jjiz1:!: (1651-1705) 
延宝2襲叙任封・叙任~7?，1W7没 (1674-94)
明暦 3 ii'~H'~延宝 3 没(1657-75)

寛大M寛?永和~U文2寛11242永惨1帥2事1/継継日2181投分~~18知夫H家K~{徳和灘97~録36~LM没的字9末3保6/地(2)11を669没致仙7仕一1〈収711e(め5l76る)2E20m悩1) 7包)
2-97) 

寛文 跡継/~111給4天跡知和継~3、~貞 / 没 ) 天和3、12 保4没 (1683-1719)
天草口2、1/ 掌享2、7/8没 (1682-85) 

寛慶元長和文3136叙跡給任継知~~~貞寛万享文治3120致致没仕仕((1617-59) (1661-37086) ) 
161 

寛寛慶文2跡継~元禄4没致没仕(( 1662 91) 
永2跡継先日~万治 3jjiz tt (1625-60) 
長7給 ~明暦元 1602-55) 

明暦元跡継~寛宝文11没 (1655-71)
寛文11跡継~ 永6没 (1671-1709)
寛慶文10叙任知~延宝3没 (1670ー75)
長宝7跡給 ~享寛文3 没 (1602-63) 

延 5 継~保4没 (1677-1719)

延宝2分知~享保元没(1674-1716)

貞寛享永元17、10継襲宝封永~貞享2、6/221移70封5)(1684-85) 
跡 2没(1640

延宝

万寛寛治永永 38-84) 

延安
元和

寛寛寛文永永

元和
承応
寛永給知承 没

寛文8跡給継知~慶元禄安13没 (1668-1700) 
寛永 2 *"，j;p~ 元没(1625-48)

元軍口 8跡給分継知知~寛寛文2没 (1622 62) ) 
寛寛元和永 5 1ff;~jJ~ 永11没 ( (1619 34 

65Hp~ 文 2 没 1629-62)

文2跡跡家継~寛宝永3没 (1662 1706) ) 
延宝2 継~宝永4没 (1674-17日7
寛寛永6 継~寛文3没 (1629-63) 

文3跡永継~元(禄つ10没 (1663-97) 
ワ~寛 10没ー1633)
万治2跡継~宝永6没(1659-1709)

文禄4給給知知~ (1595-) 
元手口 3*"，j;p~ (1617ー)

典拠

8-175 
8-178 
8-193 
5-179 
6-235 
6-238 
16-109 
17-297 

6-108 
6-108 
18-124 
18-124 
9-230 
9-230 
11-86 

2-254 
2-254 
14-219 

3-280 
14-6 
4-316 
4-316 
4-317 
13-343 
18-35 
18-36 

16-203 
16-204 
15-119 
10-116 
14-339 
1-45 
14-283 
14-295 
8-193 
8-195 
5-175 
8-329 

6-236 

11-2 
11-13 

10-275 
1-48 
3-54 
15-377 
15-371 
15-373 
9-261 
9-261 
16-348 
16-348 
16-349 
16-349 
16-98 
16“98 
4-394 

4-327 
4-44 
14-306 
14-306 
11-175 
16-48 
16-49 
16-104 
5-422 



いのも，奈良女本・蓬左本と異なる。

まず表6の領主目録から検討する。領主目

録作成年代の上限は，貞享元年(1684)10月10

日の下総古河藩主・堀田下総守正仲 (41)の

襲封である。同時期のものとしては，天和 3

年(1683)5月の戒重藩主・織田内匠長清(34)

の襲封，天和 2年(1682)1月の奈良奉行・大

関勘右衛門増公 (16，奈良女本にある大阿弥

右衛門忠高の前任者)と戸田八郎兵衛忠時

(31)の給知などがある O 一方，天和 2年 5月

に除封された新庄藩主・桑山一戸の名前がな

いことも，この時期以降であることを裏づけ

る。したがって，松平本は貞享元年10月以降

に作成されたと考えられる。

他方，領主目録作成の下限は，やはり古河

藩主・堀田正仲 (41)が領地を出羽固に移さ

れた貞享2年(1685)6月22日，奈良奉行・大

関増公 (16)が死去した同年7月8sあたり

と見ることができる O 実は，堀田正仲が移封

された貞享 2年 6月22日は，他にも大名の領

地替えがあった時であり，郡山藩主・松平日

向守信之 (32)が堀田氏の後の下総古河藩へ

入札松平信之の後の郡山藩へは，本多下野

守忠平が入封した。その本多氏の名前が領主

名にないことは，領主目録の作成年代が，貞

享 2年6月22日の本多氏入封以前であること

を物語っている。したがって松平本は，貞享

元年(1684)10月から貞享 2年(1685)6月の聞

に作成されたと推定することができる。

しかし，松平本の場合も，これより古い時

代の領主が領主目録にかなり見られる。最も

古いものとしては，村瀬左馬助 (60，村瀬重

治か)と三好越後守可正 (56)が，それぞれ

寛永10年(1633)，寛永11年(1634)に死去して

いる。正保国絵図が作成された正保・慶安年

間よりもさらに古く，正保国絵図の領主目録

の一部が残存したとも恩われない。これらの

領主が何に拠ったのか，その他，配列順序が

複雑なのはなぜなのかは不明である。

次に，図中に居所の記載された領主につい

12 

て検討する。表 3から領主の在任期間が重な

る時期を絞り込むと，柳生藩主・柳生三厳の

襲封した正保3年(1646)から，彼の死去した

慶安 3年(1650)という年代が浮かび上がる。

これは，正保国絵図の提出された慶安元年

(1648)にちょうど重なっており，松平本の絵

図本体は，当初の正保国絵図の状況を描いて

いるのではないかと推定される。

以上の様式，郡高，領主の検討結果を総合

すると，松平本は，慶安元年に提出された当

初の正保国絵図の系統を引いており，貞享

元~2 年 (1684~85) に，領主目録部分を改変

して書写されたと考えられる。ただし，古い

領主を含む領主目録が何に基づいているかが

疑問として残されている。また郡高からは，

寛文~貞享期に，郡高の修正を含む書写が行

なわれた可能性がある。

なお松平本は，岩村藩主であった松平乗賢

が，享保~延享期にかけて老中など幕府の要

職を務めていることから，幕府献上本の系統

の写しではないかと思われる28)。

(2) 国会本の検討

内閣文庫の他に，国立国会図書館にも大和

国絵図(以下，国会本)29) ts.所蔵されている。

表紙がつけられており，題篠には「大和国」

とある。山城・近江・丹波の 3カ国の絵図と

ともに映に収められており，中失には書写の過

程を示す次のようなの識語がある。

山城大和近江丹波四州図各一幅元禄年間

各国之諸侯奉 公命打量画図市蔵諸京師

二候城中云往年東庁長吏某始請製別図更

収其府中今蕗余又命画工郡上直察伝写以

補我西府之所関謄墓布置ー沿原本然其製

閤大頗不便展観因縮以四分之一旦令属吏

某之讐校其文始不謬駕馬東西一貫終得相

全口事畢後更地私口同作此四幅深蔵而備

他日抵役之省検云



文政三年己卯六月下湾岸

京兆少戸松浦伊勢守源忠謹識

最後に名前のある「松浦伊勢守源忠」は，

当時の京都町奉行・松浦忠である 30)。元禄年

聞に各国の大名に献上させた山城・大和・近

江・丹波 4カ国31)の国絵図が何度か書写さ

れたものであることが明記されている。

絵図の大きさは，南北方向が232cm，東西

方向が150cmで(筆者の計測による)，南東隅

に郡高目録がある。村は，やはり俵形の村形

の中に村名と村高が記されており，境界や交

通路の書き方も一般的な国絵図の様式にのっ

とっている。縮尺は 4分の lに縮小したと

記されるとおり，一里山の間隔から判断して

3寸 l里程度と考えられる。

郡高の詳細は表4のとおりである。奈良図

元禄本とほとんど同じであるが，式上郡と宇

智郡の 2つが異なり，都合の石高も違ってい

る。奈良図元禄本では，都合高と実際の合計

が一致しなかったが，そのような不具合はな

くなっている。そして，国会本の郡高は，元

禄15年の郷帳32)の数字と合致している O 郡

の配列順序は，蓬左本目録・奈良図元禄本目

録・元禄郷帳と同じで，これが，正保国絵図

再提出本から元禄国絵図まで、の一連の絵図に

おける基本的並べ方であったと思われる。

なお村数は，奈良図元禄本に比べて添上

郡・宇陀郡・吉野郡で lつずつ減っており，

全体で 3つ減少して1578村となっている向。

この点においては， 1405村と記される元禄郷

帳と一致をしない。

郡高目録の最後には元禄十五壬午年二

月/本多能登守/植村右衛門佐」と記される。

元禄15年(1702)2月は，最終的な大和国絵図

が幕府に献上された年月 34) と一致する。本

多能登守と植村右衛門佐は，絵図元である郡

山藩と高取藩の各藩主・本多忠常と植村家敬

である。以上のことからも，国会本は元禄国

絵図幕府献上本の縮写図であると言える。

N.大和国絵図諸本の系譜

以上，大和国絵図の諸本について検討して

きたが，作成年代から分類すると，正保国絵

図系統と考えられるものが奈良女本・蓬左

本・松平本，元禄国絵図系統と考えられるも

のが奈良図元禄本・国会本ということにな

る。後者については，奈良図元禄本が元禄12

年の年記を持つように作成途中段階の国元の

絵図であるのに対し，国会本は幕府献上本の

系統の縮写図であることが判明した。犠永の

所論の第二段階における問題の 1つが，これ

で解決されることになる。

前者の正保国絵図系統では，奈良女本と蓬

左本・松平本の問で大峰の描写方法にかなり

の相違があり，記載地名も異なる。蓬左本・

松平本は，奈良図元禄本・国会本とも類似す

る柔らかな山容の措き方をしているのに比

べ，奈良女本はところどころに険しい岩塊を

樺色で書き込んであるのが特徴である。正保

大和国絵図の系譜を考えるうえで，これら 2

つのタイプをどう位置づけるか，どちらが本

来の正保国絵図に近いかが問題となる。

(1) 奈良女本の位置づけ

既に II. m章では，絵図本体中の領主名の

違いに着目して，松平木が当初の正保田絵図

の系統を引くこと，蓬左本が寛文年間の再提

出図の系統であることを指摘した。一方奈良

女本も，正保国絵図との関わりが識語に書か

れている。この識語には，奈良女本の成立を

解明するための重要な手がかりが含まれてい

ると思われるので，全文を掲げておく。

13 -

大和国絵図

今此図正保三戊(戊カ)年本多内記殿御

家来服部九郎兵衛矢野武左衛門植村出羽

守殿御家来岡田太左(カ)衛門蜂須賀助

左衛門国中村々順見市立横ニ縄引村々町

間帳面へ記之慶安元子年上ノレ御絵図ノ移



南都御図ニテ写之宝永三戊(成カ)年四

月十五日殿様ニ上/レ図之十日ニテ写、ン申候

尤他借被成間敷候巳上

享保四亥十二月十日 北月峯

広瀬佐次右衛門様

以下正保大和国絵図の系譜，特に奈良女本

の位置づけを考えていくうえで，絵図の由来

を考慮しておくことが重要であろう。上述の

とおり，松平本は，旧蔵者の家系が幕府の要

職を務めていることから，また蓬左本も，御

三家の 1つである尾張徳川家の所蔵で、あった

ことから，ともに幕府献上本の系統の写しで

あろうと考えられる。これに対して奈良女本

は南都御図ニテ写之」との識語から，原絵

図が奈良奉行所に置かれていた時期があるこ

とは確かであり，また戦前から現・奈良女子

大学に所蔵されているお)ことからも，地元

で写し継がれてきた絵図と思われる。

一般に幕府献上本と地元の控え図を比べて

みた場合，書写の際に改変される可能性が大

きいのは地元の絵図ではなかろうか。もちろ

ん中央にいても，郷帳などによって郡高や領

主程度の修正はありうるが，細かな地名の追

加や削除は，土地勘のある地元でなければ不

可能であろう。また，実際に絵図を利用する

ことを想定しても，細かな修正は，地元にお

いてより求められたと考えられる。

興味深いことに奈良女本には，後から書き

図2 薬水村への書き込み(奈良女本)

込まれたと思われる箇所がいくつか見られ

る。まず，図中の飛び地の郡域に，次のよう

な書き込みがある。吉野郡・宇陀郡・十市郡

の境に位置する「中宮奥」村には「城上郡

寛文年中・宇陀郡入J，吉野郡・宇智郡・葛

上郡の境にある「薬水j 村にも「十市郡寛

文年中ヨリ吉野郡ニ入ルJ(図 2)との記載が

ある 36)。中宮奥村と薬水村は，元禄12年

(1699)の国絵図改の際にそれぞれ宇陀郡と吉

野郡に編入されたものであり 37) これらの書

き込みは，実際には元禄12年以降の書写の際

に行なわれたと考えられる。これ以外にも，

平群郡の生駒明神の西方には「般若帽 明暦

年間ニ開基」との字句があり，明暦年間

(1655~58) 以降の書き込みであることが分か

る。

また気になるのは，奈良女本には「本図

無」のような注記がいくつかあることであ

る。たとえば法隆寺内本図無」とか「円照

寺御所本図ニ不乗J(図 3)といった具合で

ある。ここで言う「本図無」の意味として，

①もとの図にあったものを本図(奈良女本)

では割愛した，逆に②もとの図(本図)にな

かったものを奈良女本で書き加えた，③後人

が奈良女本を別の本来の図(本図)と比べる

と別図にはなかった，などが考えられる。

そこで，これら 2例に関して，奈良女本を

略構覇
~j.司

鑓
幽
川丸山い酪

瞳
鴎
臨

..  胴岡国・圃幽雌

図3 円照寺御所」の記載(奈良女本)
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松平本・蓬左本と比較してみたい。前者「法

隆寺内本図無」については，松平本・蓬左本

に比べて，奈良女本は「並松町」の地名が余

計に見られ，寺の建物が多く描かれている。

後者の「円照寺御所」は奈良女本のみに記さ

れ，松平本・蓬左本には記載がない。このよ

うな奈良女木の情報量の多さから，上の①

の可能性はなくなる。すると残るは②か③

となるが，いずれにせよここで言う「本図」

とは，幕府献上本(の忠実な控え図)であり，

奈良女本はそれに加筆していると解釈できる

のである38)。

このことは，奈良女本の識語を読み直すこ

とによっても裏づけられる。識語には「慶安

元子年上ル御絵図ノ移南都御図ニテ写之」と

の一節があるが，これは，慶安元年(1648)に

幕府に提出した国絵図以降の移り変わりを，

奈良奉行所の絵図から書写したと解釈するこ

とができる。ここに出てくる「慶安元子年上

ノレ御絵図」が上述の「本図」であり，その「本

図」に「南都御図」の情報を書き加えたとい

うことになる。

しかしながら，奈良女本は，幕府献上木へ

の単なる加筆と言うには，あまりにも大峰の

描写が違いすぎる。おそらく「南都御図」が

慶安年間以降の変遷を描いており，幕府献上

本の控え図よりもそれをベースにして奈良女

本が描かれたために，松平本や蓬左本などと

の相違が生じたと考えられる。

ここから推測できることは，奈良奉行所に

あった国絵図が，幕府献上本とは異なってい

たので、はないかということである。確かに奈

良奉行は，郡山藩・高取藩とともに正保国絵

図の絵図元とされていた39)。しかし，奈良女

本の識語や東大寺宛の絵図差出指示の書状40)

には郡山藩主と高取藩主のみが記されてお

り，奈良奉行は最終的な国絵図作成の責任者

ではなかった。幕府献上本と異なる国絵図が

奈良奉行所にあっても奇異ではない。さら

に，慶安元年以降の変遷を見るために「南都
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御図」が使われたということは，奈良奉行所

内で絵図の記載事項の修正が行なわれていた

ことを示しており，それが，上述のように，

寛文 7年頃と貞享3年で、あった(それ以外に

もあったかもしれない)と考えられる Q

それでは，なぜ奈良泰行所の国絵図が幕府

献上本と異なっていたのかが問題となる。 1

つの可能性は，奈良奉行所が正保国絵図より

も前の国絵図(たとえば寛永国絵図)を持っ

ており，それに加筆していったものではない

かということである。たとえば，図中に記さ

れた柳本藩主名は織田修理亮長種(在任期

間:寛永15~20年(1638-43J) であり，松平

本の織回源十郎秀ーの先代になる(表 3参

照)。しかし，正保図よりも古い絵図は管見

になく，憶測にとどまらざるをえない。もう

一点これに関連しそうなことは，寛文 3年

(1663)まで約半世紀の間，奈良奉行を，もと

もとの大和の士豪である中坊氏が務めていた

ことである。中坊氏は吉野郡に所領を持つ

他，寛文 3年まで奈良奉行は奈良代官を兼務

していたため，吉野郡の幕領支配も行なって

いた41)。したがって，奈良奉行所では，吉野

郡や大峰の状況について幕府献上本の描写よ

りも通じていた可能性がある42)。

以上述べてきたことをまとめると，奈良女

本は奈良奉行所で使われていた国絵図の写し

であり，本来の正保国絵図とは異なると推測

できる。これに対して，当初の正保国絵図の

系統を引くのが松平本であり，蓬左本は，当

初の図を寛文年間に修正した再提出図系統の

ものである。そして，正保国絵図(の再提出

図)をもとに元禄国絵図が作られるが，作成

途中段階の図が奈良図元禄本，最終的な献上

本の系統が国会本ということになる。

(2) Ii'大和国細見図』との関係

では，筆者の当初の関心事で、あった『大和

国細見図』は，これら幕府撰国絵図の類図の

うち，どれと最も関連を持つのであろうか。



表7 大和国絵図・郷帳諸本における郡名の表記(抄出)

松郡平本高図目録中・ 『大和国細見図』 蓬左本図中 蓬左本郡高目録 寛文郷帳

宇多郡 宇多郡 宇多郡 宇多郡 宇多郡

式上郡 式上郡 式上郡 式上郡 城上郡

式下郡 式下郡 式下郡 式下郡 式下郡

十市郡 十市郡 記載なし 拾市郡 十市郡

宇知郡 宇知郡 宇矢口郡 宇知郡 宇智郡

『大和国細見図以こは領主目録や郡高の記載は

ないが，幸い図中には主な領主の居所が示さ

れている。これを，表3によって他の絵図と

比べてみるとIi'細見図』に最も近似するの

は，当初の正保国絵図である松平本である。

「織田出雲J，片桐半之丞」の 2人は，松平本

以外に一致する絵図がない。松平本との相違

点はほぼ4箇所であるが，新庄藩主・桑山氏

は，天和 2年(1682)に除封されるから，享保

20年(1735)の『細見図』刊行にあたって削除

されたと考えられる。神保茂明と多賀常長は

旗本であったためにIi'細見図』で、は名前を略

されたと解釈できる(ただし，名前の記載さ

れている旗本もある)。奥田三郎右衛門にか

わって奥田八郎右衛門が記されているのは，

刊行直前の享保15年(1730)に致仕してはいる

が，代替わりした新しい領主名を入れたか，

「三」と「八」の誤写かのいずれかであろう。

図中の領主名以外に，郡名の表記について

も絵図相互の比較をしてみたい。大和国の郡

名のいくつかには表記のゆれがあり，表 7

は，国絵図等の間で表記の異なる郡名を抄出

したものである。これを見るとIi'大和国細

見図』はやはり松平本ときれいに一致してい

ることが分かる。郡名の中で特に注目すべき

は宇多郡(宇陀郡)と宇知郡(宇智郡)で，

正保国絵図(再提出図を含む)では「宇多郡J，

「宇知郡」と書かれたのが，最終的な元禄国絵

図では「宇陀郡J，宇智郡」に変わっている

ことが読み取れる。

それでは，本稿の関心の出発点である大峰

関係の地名はどうであろうか。再び表 lをよ

く見るとIi'大和国細見図以こ最も近いのはや

奈良女本図中 奈良女本郡高日韓 図奈中良・図郡元高禄目本録 元禄郷帳 国会本郡高目録
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宇陀郡 宇陀郡 宇多郡 宇陀郡 宇陀郡

城上郡 城上郡 式上郡 式上郡 式上郡

城下郡 城下郡 式下郡 式下郡 式下郡

十市郡 十市郡 十市郡 十市郡 十市郡

字智郡 宇知郡 字智郡 宇智郡 宇智郡

はり松平本である。たとえば，蓬左本に欠落

している「小サ ¥J，七面」の地名が松平木

には書かれている。「チヤウセンJ，セン日

巌」の表記も，蓬左本より松平本に近い。ま

た I章で，蓬左本の「笠窟」からでは「シヤ

カ岩屋」という誤写が生じえないと問題にし

たが，松平木には「しゃうの岩屋」と平仮名

交じりで書かれている。奈良図元禄本と比べ

ても西のそき」が l箇所しかないこと，

「玉置山権現」の表記の点から，松平本がやは

り『大和国細見図』により合致することが判

明する。その一方，国会本は，奈良図元禄本

にさらに大峰南部の地名が加わりIi'大和国

細見図』から遠くなっている。このように大

峰の地名に関しでもIi'大和国細見図』は，松

平木つまり当初の正保国絵図により近いと言

うことができる。

ただい郡名表記と大峰の地名における松

平本と蓬左本との違いについては，当初の国

絵図と再提出図との相違というよりも，正保

国絵図と元禄国絵図との連続性から判断し

て，蓬左本の書写の不正確さに起因するもの

とも考えられる。それを考慮すれば，寛文年

間の再提出図と『大和国細見図』の関わりも

一概に否定できないのであるが，上述した図

中領主名の相違はIi'細見図』と松平本との親

近性を明瞭に裏づけている。

なおIi'大和国細見図』は和州、|の中村敢耳斎

の作であり，大坂で出版されていることか

ら，正保国絵図の幕府献上本よりは地元の控

え図(それも奈良奉行所以外の絵図元のもの)

の情報が伝わったと見てよいであろう o



V.おわりに

本稿はIi'大和国細見図』と幕府撰大和国絵

図の関係について拙稿を批判した議永の所論

の評価から出発し，数種の絵図の(再)検討

を経てIi'大和国細見図』を含む大和国絵図諸

本の系譜に関して論を展開した。議永が問題

とした奈良女本については，奈良奉行所で使

われていた国絵図の写しと位置づけ，本来の

正保国絵図とは異なるであろうことを述べ

た。そしてIi'大和国細見図』は，地元に伝わ

る当初の正保国絵図の控え図をもとにしたも

のであることを指摘した。以上の結果をまと

めたものが図4である。「大和国細見図以こお

ける大峰の描写もまた，正保大和国絵図に

拠っていることになり，この点においては，

犠永の主張はほぼ正鵠を射ていたと言える。

このようにして誕生した「大和国細見図』

は，安永 5年(1776)に版を改めるものの，内

容的にはほとんど変わりがなく，嘉永元年

奈良奉行所

ワ

地元

絵図元

正保持え図(1618)

寛文控え凶
(1665品7)

幕府

正保献上本(1648)

寛文再提出図
(1665-67) 

震E
E至宝
(1684-85) 

医亘霊軍司
(1699) 

:元禄控え図(1702)十一元禄献上木(1702)

際良女利!

四 11 W:kfD亘盃閤(1735)

注.亡ゴは本稿で取り上げた筆者管見の絵図

破線は複数回の書写が推測されるもの

直週(J819) 

図4 大和国絵図諸本の系譜図(試案)
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(1848)に『嘉永増補改正大和国細見図』が刊

行されるまで使われる。宝永 6年(1709)に完

成した東大寺大仏殿が描かれるなどの微修正

はあるが，基本的には17世紀前半の幕府撰大

和国絵図の情報が，民間の版行図を通じて，

200年以上も巷聞に流布していたと言える。

大峰に関しでも，元をたどれば正保国絵図に

記載された事柄が，修験者を除く一般の人々

に概括的な地理的知識を提供していたことに

なる。

最後に，今後の課題を 4点挙げておきた

い。 1つは，絵図の図像の年代(美術史で言

う「景観年代J) についてである。本稿では，

正保国絵図系統の絵図の作成年代を，主に郡

高と領主の在任期聞から推定した。大和国の

ような非領園地帯の場合，多数の領主の在任

期聞を検討することは，作成年代確定のうえ

で、有効であった。しかし，絵図の書写の過程

で郡高と領主のみが修正され，絵図本体の記

載内容は古いまま写されることも充分ありう

る。逆に，郡高や領主はそのままで，絵図の

図像や地名に手を加えている可能性も否定で

きない。したがって，絵図の図像や地名がい

つごろの年代のものなのかは，やはり記載内

容自体から判断しなければならず，そこから

郡高や領主の検討だけでは分からない書写の

年代も明らかになると考えられる。

2つめに，絵図相互の影響関係(本稿では

特に『大和国細見図」と幕府撰国絵図との関

係)を見るにあたって，本稿では図中の領主

名，郡名表記，大峰の地名に着目した。しか

し，これもやはりさまざまな図像にまで比較

検討の範囲を広げるのが理想であろう。

第 3点として，大和国絵図に関しては，本

稿で取り上げた絵図以外にも，天理図書館な

どに幕府撰大和国絵図の写し(控え)と考え

られるものがある。また，刊行図に関しで

もIi'大和国細見図』とは構図の異なるものが

存在しており，幕府撰国絵図との関係も含め

て，検討していく必要がある。



第 4点として，冒頭に述べた筆者本来の関

心からは，本稿は国絵図の研究に深入りしす

ぎたものとなった。『大和国細見図』で、は幕府

撰国絵図との関係が明らかになったが，嘉永

版の『大和国細見図』では，それのみでは説

明できない詳細な描写が見られる。また，大

和国の地誌における大峰の記載は絵図とも異

なる。各種の絵図・地誌における大峰の描

写，それらの相互関係，さらには修験者の持

つ地理的知識との関係などについても，今後

研究を進めていきたいと考えている。

(駒津大学文学部)

〔付記〕

本稿は， 2000年9月5日の地図史フォーラム

in神戸(於神戸市立博物館)， 2000年11月12日

の人文地理学会大会(於.立命館大学)において

口頭発表した内容をもとに，その後の知見を加

えて修正したものである。

議永和貴氏には，蓬左文庫所蔵大和国絵図の

写真をはじめとして多くの関係資料を提供して

いただいた。また，奈良女子大学附属図書館所

蔵大和国絵図の再調覧に同席していただき，多

くの貴重な教示を賜った。氏の力添えなくして

は，本稿は成り立ちえなかっただろう。心より

お礼申し上げる次第である o 合わせて，絵図閲

覧の便宜をはかつて下さった元奈良女子大学文

学部助手・川合(山口)泰代氏，奈良女子大学附

属図書館の関係者の方々にも謝意を表したい。
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1984，⑤奈良市史編集審議会編『奈良市史

通史 3dJ，吉川弘文館， 1988，⑥西野春雄
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かったのかは不明である。福井は，国-

郡・村名とその石高を図上に注記している

という特徴を備えたものをピックアップし

たと述べているが，実際に挙げられた絵図

には，国・郡高あるいは村高の記載を欠く

ものも少なくない。その一方で，石高の

データがそろっている大和国が漏れたのは

理解に苦しむ。縮写図も多く挙げられてお

り，絵図の寸法が選択の基準になったとも

思えない。今後の国絵図研究では，福井論

文で紹介されなかった松平乗命|日蔵絵図に

も留意しておく必要がある。なお日本分

国絵図J の細目は，国立公文書館のウェブ

サイトで検索できる。データベース検索の

URLは，http:dwww.koubunsho.cao.go.jp/ 

である (2001年 7月末現在)。

27) 内閣文庫での図名は「大和国図J (請求番

号 176-282-7)である。

28)福井も松平乗賢の時代の書写と考えている。

前掲 22)①13頁。

29)国立国会図書館での図名は「大和国図J (請

求番号:別 4-6)である。

30)小川恭一編『寛政譜以降旗本家百科事典

第 5巻d]，東洋書林， 1998， 2527頁。松尾美

恵子「京都町奉行一覧J (国史大辞典編集委

員会編『国史大辞典第 4巻d]，吉川弘文

館， 1984)， 353~356頁。松浦伊勢守は，京

都町奉行を務めた後，勘定奉行・大目付を

歴任している。

31)京都町奉行は，享保 7年(1722)以降，山

城・大和・近江・丹波 4カ国の寺社支配，

公事訴訟の裁許も職務としていたため，こ

れらの国絵図が一括して所蔵・書写された

と思われる。脇田修「京都町奉行J (国史大

辞典編集委員会編『国史大辞典第 4巻d]，

吉川弘文館， 1984)， 352~356頁。

32)史籍研究会編 r天保郷帳(2 )附元禄郷帳』

(内閣文庫所蔵史籍叢刊56)，汲古書院，

19840 

33)磁永論文の表 4の奈良図元禄本で，平群郡

が58村，山辺郡が153村となっているのは，

それぞれ98村， 151村の誤りである。

34)前掲 16)121頁。

35)絵図の裏面には「奈良女子高等師範学校図

書」の朱印が押されている。

36)薬水村は，正しくは高市君防当ら吉野郡に所

属が変わったのであり，書写の際に誤った

ものと思われる。

37) Ii'日本歴史地名大系30 奈良県の地名d]，平凡

社， 1981， 777頁， 838頁。

38) r円照寺御所」は八罵」村(現・奈良市)

の東方山麓に描かれている。円照寺は，後

水尾天皇の皇女梅宮が明暦 2年(1656)に，

京都・修学院から八島村に草庵を移し，さ
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らに寛文 9年(1669)に南西の山村に寺地を

定めたこと，八島村にある時は「八島御

所」と称したことから，この書き込みがや

はり明暦~寛文年間のものであることがう

かがえる。前掲 37) 640~641頁。これは，



図中の郡高から推測される絵図本体の作成

年代(寛文7年頃)とも重なる。

39)前掲 16)76頁。

40) r本多内記政勝植村出羽守家政連署書状J，正

保 2年(1645)5月13日。東京大学史料編纂

所編「大日本古文書・家わけ第十八・東大

寺文書之三d]，東京大学出版会， 1954， 455 

頁(東南院859号文書)。

41)前掲 10) ⑤43~53頁。

42)奈良女本の絵図本体が寛文 7年頃の作成で

あるのは，奈良奉行を長年務めてきた中坊

氏にかわり，寛文 4年に土屋利次が着任し

たこととも関係があるのではなかろうか。

History of Pictorial Maps of Yamato Province: 
Reexamination of the Omine Mountains Painted on Pictorial Maps 

Masayasu ODA 

The author has been interested in the Omine Mountains in central Japan， which have 
long been famous as sacred mountains of J apanese mountain religion， Shugendo. One of 
his interests is how the mountains are depicted on the pictorial maps， because geographical 
knowledge of the contemporary people is reflected on them. 
In Oda (1998)， the author focused on a pictorial map of Yamato Province printed in 1735 

by a private publisher， and argued that its description drew on the official pictorial map 
made in Genroku years (1688-1704) under the order of the Tokugawa Shogunate. Isonaga 
(1999) opposed this argument by examining concerning maps and made a point that the 
printed map of 1735 was based on the official pictorial map made in Shoho years (1644-
1648). Though his study is very valuable in that he investigated the maps in detail， there 
are still some insufficient points left. 
In order to explore the source of the map of 1735， this paper aims to argue about the 

history of pictorial maps of Yamato Province. It first reviews Isonaga's claim， reexamines 
pictorial maps including maps which have not been taken up by scholars， and ends up 
with a discussion about the history of pictorial maps of Yamato Province and their relation 
to the printed map of 1735. 
The paper comes to the conclusion as follows: 
1. A map in the National Archives of Japan is a reduced reproduction of the map made 
in Shoho years and submitted to the Tokugawa Shogunate. 

2. A map in the Hosa Library in Nagoya City is a reproduction of the map submitted 
again to the Shogunate in Kambun years (1661-1673). 

3. A map in Nara Women's University Librarγis a reproduction of the map used in 
N ara Magistrate's Office， which is different from the maps submitted to the Shogunate. 

4. A map in the National Diet Library Japan is a reduced reproduction of the map made 
in Genroku years， exact1y in 1702， and submitted to the Shogunate. A map in the Nara 
Prefectural Library is a draft in process. 

5. The printed map of 1735 seems to draw on a duplicate of the Shoho map reserved 
in Yamato area， because it most resembles the map in the National Archives among 
those examined here. The same applies also to the description of the Omine Mountains. 
It should be noted that the informations from the official map in the first half of the 
seventeenth century had spread to the public through the privately-printed map for 
more than two hundred years. 

20 




